
農林水産物・食品 輸出額の推移
輸出・国際局

（単位：億円）

3※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 １



2024年の農林水産物・食品 輸出額（１－12月）品目別
輸出・国際局
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＜事業の内容＞ ＜事業 イ メ ー ジ＞

１．加工食品のPR等需要拡大、テストマーケティング、輸出人材の育成等
加工食品の輸出拡大に向けて、複数の食品製造事業者等が連携して販路開拓を
行い、輸出の商流を構築するためのプロモーションやテストマーケティング、輸出人材
の育成等を支援します。

２．輸出先国の現地ニーズに対応するために必要な機械の導入等
輸出先国・地域のバイヤー等が求める条件等、現地のニーズに対応した商品の開
発・製造のために必要な機械導入等に係る費用を支援します。

３．加工食品クラスター組成・育成・輸出事業計画の策定支援等
１、2による取り組みの管理や遂行のサポート、輸出事業計画の策定支援等を行い
ます。

３－１．グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策のうち
加工食品クラスター輸出緊急対策事業

＜対策のポイント＞
加工食品は、農林水産物・食品の輸出額の約４割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である一方、食品製造業においては、中小・零細事業者が大半
を占めており、輸出人材の確保や販路開拓等単独での輸出の取組を行うことが困難です。 このため、多様な商品について地域の食品製造事業者等が連携し
て海外市場を開拓する取組や、現地ニーズに対応した取組等を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］ ）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品製造課（03-6744-2068）

【令和６年度補正予算額 401百万円】

１ 輸出拡大に向けた連携体制の構築

展示会・商談会への参加 テストマーケティング

２．現地ニーズに対応するための機械の導入等

輸出向けの機械導入輸出向けの商品開発

食品メーカー

食品メーカー

食品メーカー
地域商社

金融機関・コンサル

加工食品クラスター

連携

地方農政局

地方自治体

その他
支援機関

海外ニーズ調査・勉強会

ニーズ
調査結
果

重点的に支援(例)

・地域商社等が核と
なった複数事業者
の取組
・美容・健康志向食
品等の新たなニー
ズに対応した取組

（例）
・バイヤー等の求める条件を
満たす製造機械
・海外向けラベル機
・輸出用包装機
・長期輸送のための冷凍機

国
民間団体等

（民間事業者、一般社団法
人等含む）

定額 民間団体

（任意団体を含む）

定額
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＜事業の内容＞ ＜事業 イ メ ー ジ＞

１．早見表作成等
主要な輸出先10ヶ国・地域について、規制根拠である関連法規等を調査・整理
するとともに、増粘剤等の食品添加物の用途、使用基準、規格の早見表を作成し
ます。

２．研修会・勉強会の開催
食品添加物、賞味期限延長等の勉強会や研修会の開催等により知見を共有し
ます。

３．規制や賞味期限延長への対応、食品添加物・包材の切替等
輸出先国・地域の規制や賞味期限延長への対応のため、代替添加物・包材の
切替や試験、商品開発、分析機器導入等を支援します。

２－１．食品産業の国際競争力強化緊急対策事業のうち
加工食品国際標準化緊急対策

＜対策のポイント＞
国内で使用が広く認められている食品添加物等であっても、他国で使用が認められていない場合があり、中小の食品製造事業者等が代替添加物を検討す

るため、使用基準等を整理した情報が求められています。本事業では、既に作成済みの着色料等に続き、増粘剤等について、それぞれの輸出先国で認められ
ている添加物への代替利用を促す早見表の作成や、規制や賞味期限延長対応等のための包材の切替等（国際標準化）を支援することで、加工食品の
輸出を促進します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
（民間事業者、一般社
団法人等含む）1, 2, 3

定額

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品製造課（03-6744-2068）

国別・添加物種別の代替添加物「早見表」を作成

食品製造事業者等
３. 定額

３.規制や賞味期限延長への対応、
食品添加物・包材の切替等

商品の開発に必要な分析機器導入等

1.早見表作成等

２. 研修会・勉強会

研修会による知見の共有

R4年度：着色料
R5年度：乳化剤等
R6年度：保存料等
R7年度：増粘剤等

【令和６年度補正予算額 55百万円】
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農林水産物・食品支援策ガイドと補助事業の募集
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輸出に関する手続き・制度
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